
資料1

Ｂ Ｃ Ｄ
A委
員

B委
員

C委
員

D委
員

E委
員 指標 項目

1 1

(1) (1)
・ 体制整備等の検

討状況
・ ・ 利用審査業務の質的・量的な拡大に対応するため、公文

書専門員の増員要求を行い、2名が認められた。
（第１章Ｐ１３、第２章Ｐ１９に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ B Ａ (　)1 （Ａ委員）必要な検討がなされている。
（D委員）利用請求をして審査を受けた場合
の閲覧冊数が少ない傾向にあり、積極的な
事前審査を含む利用審査業務が遅れている
ことに帰因すると推察される。また項目１(2)
ⅱ）の「歴史公文書等選別」支援業務のよう
に、法・ガイドライン等で明示されていない
が、必要とされる業務がある。これは明示す
る必要がある。総じて職員の抜本的次元で
の増員が検討・実施される必要がある。

・ つくば分館書庫増
築の検討状況

・ ・ 平成２８年度には書庫が満架になることが見込まれたこと
から、館内の書庫機能検討ワーキンググループで検討を
行い、平成２５年度概算予算要求において、つくば分館増
設等工事のための経費を要求したが、満架時期を延長す
るための改修経費として認められた。
（第１章Ｐ１３～１４、第２章Ｐ１９～２０に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ B Ａ (　)2 （D委員）10年以上先をみこして収蔵計画を
策定をする必要があろう。満架５年前には具
体的に着手するぐらいでなければ安定した
収蔵は実施できない。収蔵施設は、資料保
護の観点からすれば建設直後には使用でき
ず、一定の期間をおくのが常識である。

(2) (2)

ⅰ) ⅰ) ・ 各種基準等運用
及び改善に関する
内閣府に対する
支援状況

・ ・

・

・

東日本大震災に関する行政文書ファイル等の移管に係る
基本的考えについて整理し、平成24年6月18日に内閣府と
連名で各行政機関へ連絡した。
「公文書等の管理に関する法律に基づく行政文書ファイル
等の移管・廃棄等に関する手順について」（平成23年4月1
日内閣府大臣官房公文書管理課長決定）の一部改正（平
成24年11月1日）及び一元的文書管理システムの改修（平
成24年11月5日リリース）について、館への歴史公文書等
の円滑な移管を確保する等の観点から、改正、改修に係
る要望、提案等を行うことを通じて、内閣府及び総務省を
支援した。
平成26年度に予定されている一元的文書管理システムの
次期システムへの移行へ向けた総務省の取組を、次期シ
ステムに盛り込む機能等について要望、提案等を行うこと
などを通じて、内閣府と共に支援した。
（第１章Ｐ２、第３章Ｐ３５に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)3 (A)2 （Ａ委員）必要な支援が行われている。
（B委員）館の専門的知見を活かした適切な
支援が実施されている。

委員評価

      

(　)1国立公文書館から
説明等を受け、分
科会委員の協議に
より判定する。

独立行政法人国立公文書館の平成２４年度の業務実績に関する項目別評価表(案)
自
己
評
価

分科会評価

　平成22年度中に、内閣府において
検討・作成される公文書管理法の運
用に向けた各種基準やガイドライン等
作成に関して、専門的知見を活用した
調査分析や助言等の支援を行う。
また、公文書管理法施行後、歴史公
文書等に関する各種ガイドラインの改
善に資する調査研究を行い、その結
果を踏まえて当該ガイドラインの改善
への支援を行う。

評　価　理　由

　公文書管理法及び国立公文書館法（平
成11年法律第79号）に基づき、歴史公文
書等の適切な保存及び利用に向けて、業
務の質の向上及び効率化が図られるよ
う、必要な体制の整備に取り組む。

中期計画の各項目 

同上

　歴史公文書等の適切な移管及び保存に
向けた行政文書の管理に関する適切な措

　歴史公文書等に関する各種基準やガイ
ドライン等の運用及び改善に関し、内閣府
に対して専門的知見から調査分析及び助
言等の支援を行う。

同上

　歴史公文書等の適切な移管及び保存に向
けた行政文書の管理に関する適切な措置

評　　価　　項　　目

指　　　　　標

評　　価　　基　　準

　体制の整備

　国民に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する目標を達成するためと
るべき措置

実　　　　績

　歴史公文書等の適切な保存及び利用に向
けて、業務の質の向上及び効率的遂行が図
られるよう、公文書管理法の施行実績を踏ま
え必要な体制整備について検討を行う。

　また、特定歴史公文書等の収蔵量の増加
に伴い、今後の受入文書の収蔵スペースを
確保する必要があるため、つくば分館書庫
の増築について検討を行う。

Ａ （記載事項）

　体制の整備

　国民に対して提供するサービスその他の
業務の質の向上に関する目標を達成するた
めとるべき措置

（２４年度計画の各項目）
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資料1

Ｂ Ｃ Ｄ
A委
員

B委
員

C委
員

D委
員

E委
員 指標 項目

委員評価自
己
評
価

分科会評価

評　価　理　由中期計画の各項目 

評　　価　　項　　目

指　　　　　標

評　　価　　基　　準 実　　　　績

Ａ （記載事項）
（２４年度計画の各項目）

ⅱ) ⅱ) ・ 歴史公文書等選
別のための支援
等状況

・ ・

・

行政機関における歴史公文書等選別に関し、以下のよう
な支援を行った。
①内閣府の依頼に基づき、行政文書ファイル等
　の保存期間満了時の措置（移管・廃棄）の適
　否等（約179万件）について助言を行った。
②内閣府の依頼に基づき、廃棄協議対象の行
　政文書ファイル（約197万件）について行政機
　関に直接照会を行う等の検討を行い、廃棄不
　同意等の意見（約2,800件）を申し述べた。
独立行政法人等における歴史公文書等選別に関し、以下
のような支援を行った。

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)4 (A)3 （Ｄ委員）業務自体は評価できる。この厖大
な業務の実態は「助言」というよりはむしろ基
本作業と言えよう。館の業務として外部の者
から見えるよう明確に位置付ける必要があろ
う。
（Ｅ委員）レコード・スケジュール確認件数が
23年度から大きく減少したのは、不同意案件
など緻密な検証を要する案件が多かったた
めという理解でよいか（レコード・スケジュー
ル助言）

①独立行政法人等における歴史公文書等選別に
　関し、移管を申し出た独立行政法人等に直接出
　向いて対象文書の確認をするなどにより支援を
　行った。
②「公文書等の管理に関する独立行政法人等連
　絡会議」において、移管の趣旨等を説明すると
　ともに、当館主催の研修会等様々な機会を通じ
　て、独立行政法人等に対して、歴史公文書等の
　選別等に関し専門的技術的助言に努めた。
　（第１章Ｐ３～４、第３章Ｐ３６～４０に記述）

ⅲ) ・ 研修会の開催状
況及び研修・施設
見学会の実施状
況

・ ・

・

・

各行政機関との共催により、13府省等において、府省別
行政文書管理研修を実施し、延べ1,030名の受講があっ
た。
公文書管理に関する専門的事項の習得を目的とする公文
書管理研修Ⅱ（2回開催、延べ310名受講）において、希望
者に対して本館及びつくば分館見学を実施し、225名の参
加があった。
歴史公文書等に関する基本的事項の習得を目的とする
アーカイブズ研修Ⅰ（1回開催、122名受講）において、希
望者に対して本館見学を実施し、76名の参加があった。
（第３章Ｐ３９、９７～９８に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)5

・ パンフレット等の
作成・配布状況

・ ・

・

公文書管理法、移管基準等について分かりやすく解説し
たパンフレット「公文書の管理と移管」及び公文書移管関
係資料集を作成（各2,000部）した。
作成したパンフレット等を当館主催の研修会や府省別行
政文書管理研修等の教材として活用した。
また、パンフレット等を館ホームページに掲載するなど、よ
り幅広い活用・周知を図った。
（第３章Ｐ３９に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)6

ⅲ) ⅳ) ・ 行政機関に対す
る実地調査の実
施状況

・ ・ 内閣総理大臣からの実地調査の委任はなかった。
（第３章Ｐ３９に記述）

― ― ― ― ― ― ー7 ー5

ⅳ) ⅴ) ・ 中間書庫業務の
実施状況

・ ・

・

・

平成24年４月、平成23年度末に保存期間を満了し、満了
時の措置が移管とされた文書400冊を、中間書庫から直接
移管した。
業務委託意向調査に基づき、2機関（内閣官房、内閣府）
から新たに787冊の委託を受けた。平成24年度末の受託
文書数は、合計5,201冊となった。
受託文書について、劣化防止のための措置、委託機関に
よる一時利用対応、平成24年度末保存期間満了予定文
書の通知、満了時の措置確認等を行った。
（第３章Ｐ６５～６６に記述）

Ａ A Ａ
or
B

Ａ Ａ Ｃ （　）8 (   )6 （B委員）中間書庫業務の今後の積極的な取
組に期待したい。
（E委員）中間書庫を利用する省の数が23年
度の６から」２に減少し、利用頻度も極端に
低い。

　公文書管理法及び国立公文書館法
に基づき、行政機関及び独立行政法
人等における歴史公文書等の選別等
に関する専門的技術的助言を積極的
に行い、行政機関及び独立行政法人
等の適切な判断等を支援する。

　平成22年度中に館における中間書
庫業務の実施について具体的な検討
を行い、その結果を、公文書管理法施
行後に活用する。

(A)4

同上

同上

　行政機関及び独立行政法人等における
歴史公文書等の選別等に係る適切な判断
を支援するため必要に応じて専門的技術
的助言を行う。

　行政機関からの委託を受けて、中間書
庫業務を適切に実施する。

　歴史公文書等の移管の趣旨の徹底を図
るため、関係行政機関等に出向いての研
修会、本館・分館での研修・施設見学会を
実施する。

　内閣総理大臣からの委任があった場合
には、行政機関に対する実地調査を適切
に実施する。

　また、移管基準や公文書管理法等につ
いて、解説したパンフレット等の作成・配布
を行い、移管についての理解の浸透を図
る。

同上

同上

同上

　公文書管理法第9条第4項に基づき
内閣総理大臣からの委任があった場
合には、同項に基づく行政機関に対す
る実地調査を適切に実施する。
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資料1

Ｂ Ｃ Ｄ
A委
員

B委
員

C委
員

D委
員

E委
員 指標 項目

委員評価自
己
評
価

分科会評価

評　価　理　由中期計画の各項目 

評　　価　　項　　目

指　　　　　標

評　　価　　基　　準 実　　　　績

Ａ （記載事項）
（２４年度計画の各項目）

(3) (3)

① ①
ⅰ) ⅰ) ・ 受入れ状況 ・ ・

・

平成24年度の受入れについては、前年度より移管対象文
書の確認や搬送作業準備等の作業を計画的に行い、平
成24年4月に受入れ、一部の行政機関においてはレコード
スケジュールが確定するまでに時間を要したことから、最
終の受入れは12月となった。
受け入れた行政文書（平成23年度保存期間満了分）は、
21，831冊（電子公文書を含む）となった。

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)9 (A)7 （Ａ委員）関係機関のレコードスケジュールの
設定が遅れたことによって左右されたが、適
切に受入作業は進展している。

・ 平成25年度の受入れ（平成24年度保存期間満了文書の
移管）に向けて、平成24年度歴史公文書等の移管に関す
る事務連絡会議（12月18日）を開催した。
また、平成25年度の受入れに係る移管対象文書の確認、
搬送準備等の作業を適切に実施した。
（第１章Ｐ４～５、第３章Ｐ４１～４３に記述）

ⅱ) ⅱ) ・ 受入れ状況 ・ ・ 平成24年度においては、平成23年度に実施した法人文書
ファイル等の移管に関する意向調査等に基づき、４法人か
らの法人文書（平成23年度保存期間満了分）12,184冊を、
9月から10月に受け入れた。
（第１章Ｐ４～５、第３章Ｐ４３～４４に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)10 (A)8

ⅲ) ⅲ) ・ 受入れ状況 ・ ・

・

・

裁判文書の受入れについて、「歴史資料として重要な公文
書等（裁判文書）移管計画」に基づき、平成21年度から24
年度までの4年計画で受入れを実施している。
平成24年度においては、上記計画の4年目分、計1,183冊
について12月に受け入れた。
司法行政文書については、「平成23年度公文書等移管計
画」に基づき、受け入れることとしており、平成24年度は、
81冊を4月に受け入れた。
（第１章Ｐ５、第３章Ｐ４４～４５に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)11 (A)9

ⅳ) ⅳ) ・ 助言等支援の状
況

・ ・ 今後の内閣府と立法府の情報交換等に当たって議題とな
り得る事項の検討等について、内閣府に対して専門的技
術的立場からの助言を行ったが、移管の定めの締結には
至らなかった。
（第３章Ｐ４５に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ B Ａ (　)12 (　)10 (D委員)内容が例示されていないため、十分
な検討・支援がなされたか不明な部分が残
る。

ⅴ) ⅴ) ・ 受入れ状況 ・ ・ 平成24年度においては、民間からの寄贈又は寄託の申出
及び受入れを行ったものはなかった。なお、問い合わせに
対しては、必要に応じて関係諸機関について情報提供す
るなど対応した。
（第３章Ｐ６７に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ B Ｂ (　)13 (　)11 （Ｄ委員）（「要綱」（66･7頁）をHP上で検索等
して探したが見つけることができなかった。）
（E委員）寄贈・寄託情報の発信に一段の工
夫が必要ではないか。

ⅵ) ⅵ) ・ 受入れから１年以
内に利用に供した
状況

75
％
以
上
100

25
％
以
上
75

25
％
未
満

・
・

100%以上
平成23年12月に受け入れた裁判文書1,004冊について、
目録をデジタルアーカイブに登載し、一般利用に供した(平
成24年10月11日)。

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)14 (A)12 （Ａ委員）目標値を達成している。

・ 平成24年度に行政機関から受け入れた特定歴史公文書
等21,831冊（電子公文書を含む）について、目録をデジタ
ルアーカイブに登載し、一般利用に供した(平成25年3月28
日)。

・ 平成24年度に受け入れた司法行政文書81冊について、目
録をデジタルアーカイブに登載し、一般利用に供した(平成
25年3月28日)。

・ 平成24年9月から10月に受け入れた法人文書12,184冊、
及び平成24年12月に受け入れた裁判文書1,183冊につい
ては、平成25年8月末に一般利用に供する予定である。
（第１章Ｐ４～６、第３章Ｐ４１～４５に記述）

　ⅰ）～ⅲ）により又は寄贈・寄託によ
り受け入れる歴史公文書等について、
事業年度ごとに、受入冊数を考慮した
原則１年以内の処理期間目標を設定
し、その期間内に受入れから一般の
利用に供するまでの作業を終了する。

　独立行政法人等からの歴史公文書等
の移管について、専門的技術的な助言
を行いつつ、計画的かつ適切に実施す
る。

　行政機関からの歴史公文書等の受
入れを、計画的かつ適切に実施する。

 
  

100％
以上

国立公文書館から
説明等を受け、分
科会委員の協議に
より判定する。

　民間の歴史公文書等の寄贈・寄託の
受入れを適切に実施する。

　歴史公文書等の受入れ、保存、利用そ
の他の措置

同上

　上記 i )からⅲ)まで及びⅴ)により受け
入れる歴史公文書等について、受入冊
数を考慮し、１年以内に一般の利用に
供するまでの作業を終了する。

　立法府からの歴史公文書等の受入れ
に向けて、専門的知見を活かした助言
等により内閣府を支援する。

　司法府からの歴史公文書等の受入れ
を計画的かつ適切に実施する。

　歴史公文書等の受入れ、保存、利用その
他の措置

受入れのための適切な措置
　行政機関からの歴史公文書等の受入
れを計画的かつ適切に実施する。

同上

同上

同上

受入れのための適切な措置

　公文書管理法施行後、独立行政法
人等からの歴史公文書等の受入れ
を、計画的かつ適切に実施する。

　司法府からの歴史公文書等の受入
れを、計画的かつ適切に実施する。

　立法府からの歴史公文書等の受入
れに向けて、専門的知見を活かした
助言等により内閣府を支援する。

　平成22年度中に、民間の歴史公文
書等の寄贈・寄託の受入基準を作成
し、公表するとともに、公文書管理法
施行後、当該基準に基づく寄贈・寄託
の受入れが可能な仕組みを整える。

3/18 ページ



資料1

Ｂ Ｃ Ｄ
A委
員

B委
員

C委
員

D委
員

E委
員 指標 項目

委員評価自
己
評
価

分科会評価

評　価　理　由中期計画の各項目 

評　　価　　項　　目

指　　　　　標

評　　価　　基　　準 実　　　　績

Ａ （記載事項）
（２４年度計画の各項目）

② ②
ⅰ) ⅰ) ・ 電子公文書等の

移管・保存・利用
システムの運用及
び説明等の実施
状況

・ ・

・

平成24年度においては、昨年度に引き続き、電子公文書
等システムの運用を行うとともに、計25行政文書ファイル
の電子公文書を受入れ、長期保存フォーマット（国際標準
のPDF/A）への変換等の作業を行い保存した。
さらに、一般利用に向けて、デジタルアーカイブに目録
データを登載し、インターネットを通じて、3月より提供した。
平成24年度歴史公文書等の移管に関する事務連絡会議
（平成24年12月18日）において、電子公文書に係る移管当
日までの準備及び電子公文書等の利用方法について説
明するとともに、要望のあった9府省等へ説明等を行った。
（第３章Ｐ４５～４７に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)15 (A)13

ⅱ) ⅱ) ・ 検討結果を踏まえ
た取組み状況

・ ・ 平成23年度に策定した複製物作成計画にしたがい、以下
のとおり、複製物を作成した。
①マイクロフィルム化　61万コマ
②紙媒体から直接デジタル化　40万コマ
③マイクロフィルムからデジタル化　133万コマ
④カラーポジフィルムからデジタル化　305点
（第３章Ｐ４７～４９に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)16 (A)14 （Ａ委員）計画に従い作業が進展している。

ⅲ) ⅲ) ・ 劣化要因の除去
等の状況

75
％
以
上
100
％
未

25
％
以
上
75
％
未

25
％
未
満

・ 平成24年度に行政機関等から受け入れた特定歴史公文
書等のうち31,355冊について計23回のくん蒸を行った。
（第１章Ｐ６、第３章Ｐ４７に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)17 (A)15

ⅳ) ⅳ) ・ 複製物作成計画
（マイクロフィルム
化60万コマ）に対
する変換状況

75
％
以
上
100
％

25
％
以
上
75
％

25
％
未
満

・
・

100%以上
昭和49年度通商産業省・農林水産省移管文書等1,720
冊、約61万コマのマイクロフィルムの撮影を行った。
（第３章Ｐ４９に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)18

・ 巻き戻し、汚れの
除去等の計画数
（マイクロフィルム
1,800巻）に対する
処理状況

75
％
以
上
100
％

25
％
以
上
75
％

25
％
未
満

・
・

100%以上
マイクロフィルムの長期保存・管理のため、平成24年度に
おいても引き続き風通し作業を行い、1,900巻の風通し及
び調湿剤の交換作業を行った。
（第３章Ｐ４９に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)19

ⅴ) ・ 重修復270冊、軽
修復6,000冊、リー
フキャスティング
5,500丁の実施状
況

75
％
以
上
100
％
未
満

25
％
以
上
75
％
未
満

25
％
未
満

・
・

100%以上
資料の紙が固着し、解綴が困難である閉鎖機関清算関係
資料等の重修復や虫損被害の著しい資料に対してリーフ
キャスティングによる修復を行った。修復作業結果は下記
のとおり。
①重修復270冊
②軽修復6,090冊
③リーフキャスティング5,527丁
（第１章Ｐ６、第３章Ｐ４９～５０に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)20 (A)17

　平成23年度から、電子媒体の歴史
公文書等（以下「電子公文書」とい
う。）について受入れ及び保存を開始
する。このため、平成22年度中にシス
テム構築等、必要な準備作業を実施
する。また、政府と密接な連携を図り
ながら、電子媒体による管理を見据え
た統一的な文書管理に係る検討の状
況を踏まえ、必要に応じシステムの見
直しを図る。

　館の保存する特定歴史公文書等につ
いて、劣化状況・利用頻度等に応じて、
順次、必要な修復、媒体変換等の措置
を講ずる。

　紙媒体で移管された又は今後移管
される歴史公文書等の保存方法につ
いて、マイクロフィルム化して保存する
こととデジタル化して電子的に保存す
ることによる技術面、経費面における
メリット、デメリットを、平成22年度末ま
でに民間の専門家等の知見を十分に
活用しながら検討し、結論を得る。

国立公文書館から
説明等を受け、分
科会委員の協議に
より判定する。

100％
以上

100％
以上

(A)16

同上

100％
以上

100％
以上

　館の保存する歴史公文書等につい
て、順次、必要な修復、媒体変換等の
措置を講ずる。

　館の保存する歴史公文書等のうち、
劣化が進行しており閲覧に供し得ない
状態にある等緊急に措置を講ずる必
要があるものについては、歴史資料と
しての重要度を考慮し、事業年度ごと
に数値目標を設定し、計画的に修復
を実施する。この際、資料の状態、利
用頻度等に応じ、最適な技術を活用し
た修復を実施する。

　館の保存する特定歴史公文書等のう
ち、劣化が進行しており閲覧に供し得な
い状態にある等緊急に措置を講ずる必
要があるものについては、歴史資料とし
ての重要度を考慮し、資料の状態と想
定される利用頻度等に応じて計画的に
修復を実施する。
　修復計画：重修復270冊、軽修復6,000
冊、リーフキャスティング5,500丁

保存のための適切な措置

　館の保存する特定歴史公文書等につ
いて、紙等の劣化要因を除去するため
に必要な措置を講じた上で、温湿度管
理等のできる適正な保存環境の専用書
庫に、簿冊の形態等に応じた適切な排
架を行い保存する。

　紙媒体で移管された特定歴史公文書
等について、前年度に引き続き、所要の
取組を行う。

保存のための適切な措置
　平成23年度に引き続き、電子媒体の
歴史公文書等（以下「電子公文書」とい
う。）の受入れ及び保存を実施し、電子
公文書等の移管・保存・利用システムの
運用を行う。また、システムの利用方法
に関する各府省等へ説明等を行う。

（Ａ委員）目標を達成している。
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資料1

Ｂ Ｃ Ｄ
A委
員

B委
員

C委
員

D委
員

E委
員 指標 項目

委員評価自
己
評
価

分科会評価

評　価　理　由中期計画の各項目 

評　　価　　項　　目

指　　　　　標

評　　価　　基　　準 実　　　　績

Ａ （記載事項）
（２４年度計画の各項目）

③ ③
ⅰ)

ⅱ) ⅰ) ・ 特定歴史公文書
等の利用に係る
計画の取組み状
況及び数値目標
の設定状況

・ ・ 開館日数増加に向けた検討やつくば分館の利便性向上策
等、所期の取組を実施した。
あわせて、平成25年度計画の策定に当たって、要審査文
書の処理目標など、数値目標の見直しを行った。
（第３章Ｐ５５、５８等に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ B Ａ (　)21 (　)18 （Ｄ委員）開館日数に関する現状及び課題、
その決定事項のねらい及び理由が不明。

ⅲ) ⅱ)   

ｱ 　閲覧申込があってから３０日以内
に審査し、利用に供する。

ｱ 　利用請求があった日から30日以内
に利用決定する。

・ 30日以内に利用
決定した状況

・ ・ 利用請求に対する利用決定冊数は1,811冊であった。
そのうち、30日以内に利用決定を行った冊数は1,179冊で
あった。
（第１章Ｐ７～８、第３章Ｐ５７～５８に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)22 (A)19 　

ｲ 　ア）に関わらず、事務処理上の困
難その他正当な理由があるときは、
３０日を限度として期間を延長し、審
査できない理由及び期間を申込者
(公文書管理法施行後は請求者。以
下同じ。)に通知する。

ｲ 　アに関わらず、事務処理上の困難そ
の他正当な理由があるときは、30日を
限度として期間を延長し、審査できな
い理由及び期間を利用請求者に通知
する。

・ 30日を限度として
延長した状況

・ ・ 事務処理上の困難等により30日を限度として延長したのも
のは140冊である。
なお、審査できない理由及び審査期間は利用請求者に遅
滞なく通知した。
（第１章Ｐ７～８、第３章Ｐ５７～５８に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)23 (A)20 　

ｳ ｳ ・ 60日以内に審査し
た状況

・ ・ 利用請求に係る公文書等が著しく大量なため、延長を行っ
たのは492冊であり、このうち、相当の部分として60日以内
に審査を行ったのは122冊である。
これらの文書については、国の安全等に関する情報が含
まれるもの（閣議・事務次官等会議資料）、個人情報等が
多数含まれており、外国語で記載されているもの（ＢＣ級戦
犯関係資料等）があったこと等のため、情報の確認、移管
元行政機関への照会等慎重な審査を行う必要があり、審
査に時間を要した。
（第１章Ｐ７～８、第３章Ｐ５７～５８に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)24

・ 60日以内に審査
できなかった状況

・ ・ 上記大量請求のあった文書のうち、60日以内に審査がで
きなかったものは370冊であった。上記の理由により審査
に時間がかかったが、残りの部分については、すべて相当
の期間内に利用決定を行った。
なお、60日以内に審査できない理由及び審査期間を利用
請求者に遅滞なく通知した。
（第１章Ｐ７～８、第３章Ｐ５７～５８に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)25同上

同上

　ア及びイに関わらず、利用請求に係
る公文書等が著しく大量である又は内
容の確認に時間を要するため、60日
以内にそのすべてを審査することによ
り事務の遂行に著しい支障が生じる
場合には、相当の部分につき審査し
利用に供するとともに、残りの部分に
ついては相当の期間内に審査し利用
に供する。この場合、審査できない理
由及び期間を利用請求者に通知す
る。

同上

同上

 

(A)21

　要審査文書（館の保存する歴史公
文書等のうち、非公開情報が含まれ
ている可能性があり、利用に供するに
当たり審査が必要な簿冊）の閲覧申
込(公文書管理法施行後は利用請求。
以下同じ。) があった場合には、次の
期間内に審査し、利用に供する。

　ア）及びイ）に関わらず、閲覧申込
に係る公文書等が著しく大量である
又は内容の確認に時間を要するた
め、60日以内にそのすべてを審査
することにより事務の遂行に著しい
支障が生じる場合には、相当の部
分につき審査し利用に供するととも
に、残りの部分については相当の期
間内に審査し利用に供する。この場
合、審査できない理由及び期間を申
込者に通知する。

　要審査文書（館の保存する特定歴史
公文書等のうち、非公開情報が含まれ
ている可能性があり、利用に供するに当
たり審査が必要な簿冊）の利用請求に
ついては、次の期間内に審査し、利用に
供する。

国立公文書館から
説明等を受け、分
科会委員の協議に
より判定する。

　平成22年度中に、公文書管理法第
27条に基づき「利用等規則」を作成
し、内閣総理大臣からの同意を得ると
ともに、これを公表する。

利用のための適切な措置 利用のための適切な措置

　平成22年度前半に、館の保存する
歴史公文書等の利用に係る取組方針
および工程表を作成し、年度ごとに計
画的に取組を進める。あわせて、館の
保存する歴史公文書等の利用に係る
適切な指標を検討し、年度ごとに適切
な目標数値を設定する。

　平成22年度に作成した館の保存する
特定歴史公文書等の利用に係る取組方
針及び工程表に基づき、年度ごとに計
画的に取組を進める。あわせて、館の保
存する特定歴史公文書等の利用に係る
適切な指標を検討し、適切な数値目標
を設定する。
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資料1

Ｂ Ｃ Ｄ
A委
員

B委
員

C委
員

D委
員

E委
員 指標 項目

委員評価自
己
評
価

分科会評価

評　価　理　由中期計画の各項目 

評　　価　　項　　目

指　　　　　標

評　　価　　基　　準 実　　　　績

Ａ （記載事項）
（２４年度計画の各項目）

ⅳ) ⅲ) ・ 要審査文書の審
査状況

・ ・ 利用頻度が高いと考えられる要審査文書について、速や
かに利用に供することができるよう、460冊（閣議・事務次
官等会議資料80冊、閉鎖機関清算関係資料180冊、明治
大正昭和財政史200冊）の積極的な審査を行い、利用制
限区分を見直した（452冊を公開、8冊を部分公開）。
（第１章Ｐ７～８、第３章Ｐ５７に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)26

・ 非公開区分の区
分見直し状況

・ ・ 非公開とされていた内閣人事公文1,656冊について、利用
制限区分を見直した。
公開できるものがなかったため、すべて要審査に区分変
更を行った。
（第３章Ｐ５８に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ B
（項
目
A)

Ａ (　)27 （Ｄ委員）（「公開」と「要審査」に大別されて
いる説明（56頁）と矛盾するようであり、意味
が理解できなかった。）

ⅳ) ・ 要審査文書の利
用決定状況

・ ・

・

利用請求のあった要審査文書の審査処理数1,811冊と要
審査文書の積極的審査処理数460冊を合計すると、2,271
冊となり、目標の1,500冊を上回る実績となった。
利用請求に対する決定冊数は1,811冊のうち、大量請求の
ため特例延長処理している370冊を除いた1,441冊に対し
て30日以内に利用決定を行った冊数は1,179冊（81.8％）で
あり、目標80％を達成した。
（第１章Ｐ７～８、第３章Ｐ５７～５９に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)28 (A)23 （Ａ委員）目標を達成している。

ⅴ) ⅴ) ・ 30日以内に諮問し
た状況

・ ・ 30日以内に諮問したものはない。
（第１章Ｐ８、第３章Ｐ５９～６０に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 　 (　)29 （E委員）評価の対象になるのか。

・ 30日を超え90日
以内に諮問した状
況

・同上 ・ 平成24年9月18日に1件の異議申立てがあり、その日から
90日以内の同年12月14日に公文書管理委員会に諮問を
行った。
当該文書には国の安全等に関する情報が含まれており、
高度の専門的、政策的判断を伴うことから、移管元機関の
長の意見を踏まえた調査・検討を改めて行ったため、諮問
までに一定の期間を要した。
（第１章Ｐ８、第３章Ｐ５９～６０に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)30 （B委員）利用制限等に対する異議申立てに
ついて適切な手続きを行っている。

ⅵ） ⅵ） ・ 館外展示の実施
状況

・ ・

・

初めての試みとして、公募により京都と大阪で2回の館外
展示を開催した。「公文書の世界 in 京都」（於：京都府立
総合資料館、12月8日～12月23日、入場者数：1,403名）、
「国立公文書館が大阪大学にやってきた」（於：大阪大学
総合学術博物館、平成25年2月22日～3月9日、677名）
他機関と連携した取組として、福岡共同公文書館と同館の
開館記念展示会を共催した。「公文書にみる福岡140年の
あゆみ」（於：福岡共同公文書館、11月18日～平成25年6
月23日、平成24年度の入場者：638名）
（第１章Ｐ２、１１、第３章Ｐ６７～７１に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)31 （Ａ委員）館外展示の試みによって、本館の
休止分を補っている。
（B委員）初めての試みとして、公募により京
都と大阪の2か所において館外展示を開催
するなど積極的に取り組んでいると認められ
る。

・ 展示会企画の検
討状況

・ ・

・

館外展示では、各地域にまつわる資料の展示や、当館の
業務紹介など、館外展示ならではの工夫を行った。また、
外部施設（博物館）の特性を生かした会場設営を行い、魅
力ある展示となるよう努めた。
平成25年度の展示に向けて、以下の取組を行った。
①春の特別展は、初めての試みとして、宮内公文
　書館・外交史料館と連携した展示を実施するこ
　ととし、準備を行った。
②平成25年度に引続き館外展示を実施することと
　し、会場を公募で決定した。
③春・秋の特別展を除く期間は、連続企画展を実
　施することとし、企画内容等を検討した。
（第１章Ｐ２、１１、第３章Ｐ６７～７３に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)32

・ つくば分館におけ
る常設展・企画展
の開催状況

・ ・
・

・

年間を通じ常設展を行った。
文部科学省が主催する「科学技術週間」に合わせ、企画
展「公文書の世界」（4月16～21日、入場者数187名）を開
催した。
つくば市教育委員会「つくばちびっ子博士」事業に協賛し、
企画展「はたらく動物と百年前の教科書」（7月23日～8月
31日、入場者数2,900名）を開催した。
（第１章Ｐ１２、第３章Ｐ７１～７２に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)33 　

　国民のニーズ等を踏まえ魅力ある質
の高い常設展・特別展等を年３回以
上実施する。また、開催場所の工夫や
地方公文書館等他機関との連携等も
含め、企画内容や展示方法等に関し
て新たな取組を行うことにより、展示
の魅力及び質の向上を図る。

　要審査文書の計画的かつ積極的な審
査に取り組むとともに、時の経過を踏ま
えて、非公開区分の文書の区分見直し
を適切に行う。

　要審査文書の審査については、上記
ⅱ）からⅲ）を通じて、処理目標数を
1,500冊とする。
　また、利用請求から30日以内に利用
決定を行うものの比率は、80％以上を
目標とする。
　なお、これらの数値目標は、処理対象
文書に含まれる利用制限情報の質・
量、移管元機関等との調整その他利用
請求に係る関連諸業務の状況に応じ見
直すものとする。

(A)22

(　)24

(A)25

同上

同上

　また、今後の更なる質の高い展示会
の実施に向けて、企画内容等について
検討を行う。

同上

同上

国立公文書館から
説明等を受け、分
科会委員の協議に
より判定する。

同上

同上

　さらに、分館においても常設展・企画
展等を実施する。

　利用の制限等に対する異議申立てが
あった場合で、公文書管理法第21条第2
項に基づき公文書管理委員会への諮問
が必要なときは、改めて調査・検討を行
う必要がないような事案については遅く
とも30日以内に、その他の事案について
は遅くとも90日以内に諮問を行う。

　耐震補強工事の実施により本館での
展示会開催を休止するが、この間、国民
のニーズ等を踏まえた館外展示の実施
や国及び地方公文書館等他機関との連
携に積極的かつ計画的に取り組む。

　公文書管理法施行後、利用の制限
等に対する異議申立てがあった場合
で、公文書管理法第21条第2項に基づ
き公文書管理委員会への諮問が必要
なときは、改めて調査・検討を行う必
要がないような事案については遅くと
も30日以内に、その他の事案につい
ては遅くとも90日以内に諮問を行う。

　中期目標期間中に、要審査文書に
ついて、計画的かつ積極的な審査を
行い、要審査文書の年間処理件数を
大幅に拡大するとともに、時の経過を
踏まえて、非公開区分の文書の区分
見直しを適切に行う。この際、利用制
限は原則として30年を超えないものと
する「30年原則」等の国際的動向・慣
行を踏まえた判断を行う。
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資料1

Ｂ Ｃ Ｄ
A委
員

B委
員

C委
員

D委
員

E委
員 指標 項目

委員評価自
己
評
価

分科会評価

評　価　理　由中期計画の各項目 

評　　価　　項　　目

指　　　　　標

評　　価　　基　　準 実　　　　績

Ａ （記載事項）
（２４年度計画の各項目）

ⅶ) ⅶ） ・ マイクロフィルム
等のデジタル化
170万ｺﾏの進捗状
況

75
％
以
上
100
％
未
満

25
％
以
上
75
％
未
満

25
％
未
満

・
・

100％以上
マイクロフィルム等から計173万コマのデジタル画像を作成
し、デジタルアーカイブに登載した。概要は以下のとおり。
①マイクロフィルムから　133万コマ
　法令の制定過程等に係る公文書等
②紙媒体から　40万コマ
　庶物類纂や徒然草などの貴重資料等
（第１章Ｐ９、第３章Ｐ４８、６２に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)34 （Ａ委員）数値目標を達成している。

・ ポジフィルムのデ
ジタル化300点の
進捗状況

75
％
以
上
100
％
未
満

25
％
以
上
75
％
未
満

25
％
未
満

・
・

100％以上
ポジフィルムから305点のデジタル画像を作成し、デジタル
アーカイブに登載した。概要は以下のとおり。
「北夷分界余話」（重要文化財）、「大狩盛典」等
（第１章Ｐ９、第３章Ｐ６２に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)35 （Ａ委員）数値目標を達成している。

・ デジタル画像のイ
ンターネットでの
公開状況

・
・

100%以上
これまで提供してきた745万コマと合わせ、約918万コマの
デジタル画像をインターネットで公開した。

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)36 （Ａ委員）数値目標を達成している。

・ これまでに提供してきた画像と合わせて、2,082点のカラー
デジタル画像をインターネットで公開した。

・ 平成24年度のデジタルアーカイブのアクセス件数は、23万
8,934件であった。
（第１章Ｐ９、第３章Ｐ６１～６２に記述）

・ 館が有するシステ
ム間の連携・統合
等に関する調査
検討の状況

・ ・

・

・

本検討については、デジタルアーカイブに係る最新技術等
の把握も含み、デジタルアーカイブ等の基本構想に係る調
査検討として、以下のとおり実施した。
①外部委託により実施
②外部の専門家による調査検討委員会開催
③関係機関やデジタルアーカイブの専門家等
　のヒアリング
内容としては、館が有するシステム間の連携・統合の可能
性と、利用請求手続に係る情報通信技術の活用について
も検討を行った。
平成25年度以降、上記検討結果を踏まえつつ、次期シス
テム構築を目指して、最適化計画等の策定を行うこととし
ている。
（第３章Ｐ６３～６４に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)37 （Ａ委員）外部委託を含めて調査検討が進ん
でいる。

ⅷ） ⅷ) ・ 貸出申込みから
貸出決定までの
状況

75
％
以
上
100
％
未
満

25
％
以
上
75
％
未
満

25
％
未
満

・
・

100%以上
他の機関からの貸出しの申込み（23機関、114冊）に対し
て積極的に貸出しを行った。
上記に係る貸出審査については、すべて30日以内に貸出
決定を行い、平均審査日数は7日であった。
（第１章Ｐ９～１０、第３章Ｐ６４～６５に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)38 (A)27

国立公文書館から
説明等を受け、分
科会委員の協議に
より判定する。

100％
以上

100％
以上

25
％
以
上
75
％
未
満

75
％
以
上
100
％
未
満

25
％
未
満

(A)26

100％
以上

　また、館が運用するデジタルアーカイ
ブ等のシステムについて、館が有するシ
ステム間の連携・統合に関する調査検
討を行うほか、公文書管理法の趣旨を
踏まえ、新たな情報通信技術の活用に
ついて検討を行う。

　館の保存する特定歴史公文書等を広
く一般の利用に供するため、インター
ネットにより所蔵資料を検索し、デジタル
画像を閲覧できるデジタルアーカイブの
運用を行う。
　また、平成24年度におけるデジタル
アーカイブ・アクセス件数の目標を約22
万件とする。
　画像については、既存のマイクロフィ
ルム等から約170万コマをデジタル化
し、これまでに提供してきた約740万コマ
と合わせて、計約910万コマのデジタル
画像をインターネットで公開する。
　大判又は原本保護のため閲覧に供さ
れていない重要文化財、その他貴重な
資料である絵図等については、既存の
ポジフィルムから約300点をデジタル化
し、これまでに提供してきた約1,770点と
合わせて、計約2,070点のカラーデジタ
ル画像をインターネットで公開する。

　館の保存する特定歴史公文書等につ
いて、広く国民の理解を深める一環とし
て、他の機関からの学術研究、社会教
育等の公共的目的を持つ行事等に出展
するための貸出申込みに対しては、そ
の適切な取扱いに配慮しつつ積極的な
貸出を行う。
　貸出審査については、申込機関から
の申請書類整備後速やかに審査を行
い、30日以内に貸出決定を行うことと
し、平均審査日数の目標を15日とする。

　いつでも、どこでも、だれもが、自由
に、無料でインターネットを通じて館の
保存する歴史公文書等を広く利用で
きるようにするため、平成22年度から
館のデジタルアーカイブの新システム
の運用を開始するととともに、計画的
かつ積極的に所蔵資料のデジタル化
を推進する。

　館の保存する歴史公文書等につい
て、広く国民の理解を深める一環とし
て、他の機関からの学術研究、社会
教育等の公共的目的を持つ行事等に
出展するための貸出申込みに対して
は、その適切な取扱いを考慮しつつ積
極的な貸出を行う。貸出審査について
は、貸出機関等からの申請書類整備
後速やかに審査を行い、30日以内に
貸出決定を行う。

100％
以上
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資料1

Ｂ Ｃ Ｄ
A委
員

B委
員

C委
員

D委
員

E委
員 指標 項目

委員評価自
己
評
価

分科会評価

評　価　理　由中期計画の各項目 

評　　価　　項　　目

指　　　　　標

評　　価　　基　　準 実　　　　績

Ａ （記載事項）
（２４年度計画の各項目）

ⅸ) ⅸ) ・ 利用者の動向等
の把握及び分析、
反映状況

・ ・ 利用者の動向及びニーズの把握のため、閲覧利用統計を
継続的に作成し、その集計・分析結果を館の業務の参考
に資している。また、閲覧室内におけるサービスの向上及
び改善を目的として閲覧者アンケート等を実施した。
上記を踏まえ、写しの交付及び特別複写の提供に係る梱
包・送料について検討し、同料金の値下げ等を実施した。
このほか、デジタルアーカイブの利用状況把握に係るアン
ケートにおいて、内閣文庫資料のデジタル化推進に係る
要望があったことも踏まえ、平成25年度は、より多くの内閣
文庫資料をデジタル化することとしている。
（第３章Ｐ５４～５５に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ B
(項
目
A)

Ａ (　)39 （Ａ委員）利用者のニーズ把握が適切に行わ
れている。
（Ｄ委員）「閲覧室アンケート」（資176頁）の
自由記述で「概ね好意的な反応」（54頁）を
示したのは7／142件であり、このように評価
することは必ずしも妥当とは思われない。む
しろ「目的達成の正否」の数値を問うべきで、
わざわざ来館した利用者が3/4しか達成しな
かったことは検討に値する。アンケートの回
答は5段階でとるのがベター。質問紙を資料
に載録するべきであろう。

・ 見学の受入れ拡
大に向けた取組
み状況

・ ・ 耐震工事を実施していた本館については、工事スケジュー
ルとの調整を行いながら、可能な限り見学を受け入れた。
その結果、平成24年度は、平成23年度に比較して、2団体
23名多い40団体380名を受け入れた。
また、検討を進めていた館主催見学会については、耐震
補強工事が完了した平成25年度に実施することとしてい
る。
（第３章Ｐ７４に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)40

ⅹ) ⅹ) ・ 見直しの検討状況 ・ ・ 開館日数増加に向けた検討ワーキンググループにおいて
検討を行い、問題点等を整理した上で、平成26年3月8日
（土）を試行日とした。
（第３章Ｐ５５に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ B Ｂ (　)41 (  )29 （Ｄ委員）（前記。）
（E委員）どのような問題点がどのように整理
され、3月8日を施行日とする決定に至ったの
か不明。

xi ) xi ) ・ 利便性向上のた
めの検討状況

・ ・

・

分館前バス停設置のため、関東鉄道株式会社に対する要
望及び説明を行った。
平成２２年度に定めた「独立行政法人国立公文書館の保
存する歴史公文書等の利用に係る取組方針」に基づき、
平成２４年度中につくば分館所蔵歴史公文書等を本館に
おいて利用した実績は、１１９件３８０冊であった。
（第３章Ｐ５５に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)42 (A)30 （B委員）つくば分館前バス停設置のための
働きかけを行うなど、分館利用者の利便性
向上のための方策が講じられている。

xii ) xii ) ・ 積極的な広報の
実施状況

・ ・ 館の業務の意義等についての周知を図るための取組を以
下のように実施した。

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ A+ (A)43

①ホームページにおいて、東日本大震災復興支援事業等
の館の重要な取組に係る情報を積極
　的に掲載するなど、館の業務に係る最新情報を
　内外に積極的に発信した（更新累計２４８件）。

②情報誌『アーカイブズ』４７～４９号を発行し、国　の機
関、地方公共団体、地方公文書館等に配　布し、ホーム
ページに掲載した。

③館の紹介等を地下鉄駅構内の電飾掲示板、
　リーフレット等により実施した。

④子ども霞が関見学デーに出展し、館の既存の利用者と
は異なる層に対しても、館の役割等への理解を深めてもら
えるよう努めた。

⑤千代田区ミュージアム連絡会へ参加し、「北の丸公園・
皇居東御苑文化ゾーンマップ」を地域関係機関と共同作
成・配布したほか、国立情報学研究所主催のオープンハ
ウスに参加し、館の展示ブースを設けるなど、関係機関と
連携した
　広報の機会を積極的に利用した。
⑥つくば分館では、文部科学省が主催する「科学技術週
間」や、つくば市教育委員会が推進する「つくばちびっ子博
士」事業に協力し、コミュニティＦＭ「ラジオつくば」で紹介さ
れるなど、企画展等を通して館の認知度を高めるための
取組を行った。

⑦企画展「はたらく動物と百年前の教科書」の開催に当た
りチラシ2,000部を作成、つくば市内小中学校等に送付し
た。
　　（第３章Ｐ７４～８０に記述）

・ 諸外国への積極
的な情報発信の
実施状況

・ ・ 海外からの訪問者に対し、英語版のリーフレット等を活用
して、館の業務内容等について、説明・紹介した。英語版
リーフレットについては、一部リニューアルの上増刷した。
（第３章Ｐ７８に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ B
(項
目
A)

Ａ (　)44 （Ｄ委員）（訪問者へのリーフレット配布
のみでは「積極的な情報発信」とは言え
ないのではないか。）

　開館曜日の拡大も含め、年間開館
日数について見直しを行い、中期目標
期間中に年間開館日数を増加させ
る。

(A)28

(A)31

国立公文書館から
説明等を受け、分
科会委員の協議に
より判定する。

同上

同上

同上

国立公文書館から
説明等を受け、分
科会委員の協議に
より判定する。

同上

　館の保存する特定歴史公文書等をよ
り幅広く一般の利用に供するため、利用
者の動向やニーズを積極的に把握する
とともに、その結果を適切に業務に反映
させる。
　なお、本年度は本館施設の耐震補強
工事が予定されているため、当該工事
に支障がない範囲内で、各種見学の受
入れ等利用者層の拡大に向けた取組を
行う。

　ホームページの充実、広報誌の刊行
その他の方法を活用し、館の活動内容
や所蔵資料、館の業務の意義等につい
て積極的に広報することなどにより、国
民の公文書館に対する理解や関心を高
める。また、館の保存する特定歴史公文
書等やこれに関する情報が諸外国にお
いても利用されるよう、積極的な情報発
信等を行う。

　つくば分館利用者の利便性向上のた
めの方策について検討する。

　館の保存する歴史公文書等をより幅
広く一般の利用に供するため、利用者
の動向やニーズを積極的に把握する
とともに、その結果を適切に業務に反
映させる。また、各種見学の受入れ等
利用者層の拡大に向けた取組を行
う。

　つくば分館に保存されている文書が
本館でも利用できるようにする方策を
はじめとして、つくば分館に係る利用
者の利便性向上策を検討し、中期目
標期間中に具体的な措置を講じる。

　問題点の整理等、年間開館日数の増
加に向けた見直しの検討を継続しつつ、
平成25年度における試行を視野に入れ
た具体的な取組を行う。

　ホームページの充実、広報誌の刊
行その他の方法を活用し、国立公文
書館の活動内容や所蔵資料、館の業
務の意義等について積極的に広報す
ることなどにより、国民の公文書館に
対する理解や関心を高める。また、館
の保存する歴史公文書等やこれに関
する情報が諸外国においても利用さ
れるよう、積極的な情報発信等を行
う。

（E委員）多様な利用者を想定して多角的
な取り組みが成されており、高く評価でき
る。
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資料1
Ｂ Ｃ Ｄ

A委
員

B委
員

C委
員

D委
員

E委
員 指標 項目

委員評価自
己
評
価

分科会評価

評　価　理　由中期計画の各項目 

評　　価　　項　　目

指　　　　　標

評　　価　　基　　準 実　　　　績

Ａ （記載事項）
（２４年度計画の各項目）

④ ④    

ⅰ) ⅰ) ・ 地方公共団体が
行う各種研修会等
への講師派遣の
状況

・ ・ 地方公共団体その他関係機関が開催する講演会、委員
会等に対して、館長を始め役職員を講師等として派遣し、
公文書館の運営に関する技術上の指導又は助言を積極
的に行った（年間52件）。
（第３章Ｐ８４～８５に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)45

・ 全国の公文書館
等への説明の状
況及び所在情報
提供の仕組み構
築に向けた意見
交換の実施状況

・ ・ デジタルアーカイブ・システムの標準仕様書及び所在情報
を一体的に提供する仕組みの構築に向けた意見交換のた
め、全国の公文書館等７館（平成21年以降開館した館等）
へ説明等を行った。
新たに、埼玉県立文書館、東京都公文書館、福岡共同公
文書館との横断検索による連携が実現した。
（第３章Ｐ８５に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)46

ⅱ) ⅱ) ・ 各種会議等を通じ
ての連携状況

・ ・

・

平成24年6月8日に東京都において全国公文書館長会議
を開催し、国及び地方公共団体等が設置する公文書館等
から115名の出席があった。
会議では、東日本大震災後の取組のほか、公文書管理法
施行後の取組について、当館、陸前高田市、石巻市、神
奈川県立公文書館ほか5機関から報告を行った。また、東
日本大震災に関する記録を保存すること等の重要性を改
めて訴え、全国の公文書館が共通認識を持って連携協力
していくことを主旨とする「東日本大震災に関する記録の
保存等について―全国公文書館長会議アピール―」 が全
出席者の賛同を得て採択された。

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)47 (A)33

・ 公文書館長会議の開催にあわせて「全国公文書館関係資
料集」を作成・配布している。

・ 「国際アーカイブズの日」記念講演会を開催し、国及び地
方公共団体が設置する公文書館等、アーカイブズ関係機
関協議会構成員等から約130名が参加した。

・ 平成24年12月18日にアーカイブズ関係機関協議会を開催
し、公文書館法における専門職員の在り方や、当館の館
外展示の実施等について意見交換等を行った。

・ 歴史公文書等所在情報ネットワーク検討連絡会議を3回
開催し、各機関の取組状況、閲覧室におけるカメラ等の使
用、資料の寄贈・寄託の問題やマイクロフｲルム化などに
関する情報交換等を行った。
（第３章Ｐ８５～８７、９０に記述）

ⅲ) ⅲ) ・ 「ぶん蔵」の内容
充実のための検
討状況

・ ・ 利用者の関心の高まりや理解促進のため、宮内庁宮内公
文書館所蔵資料に係るコンテンツや関係機関の展示会情
報、平成23年度に開催した当館の連続企画展をもとにし
たコンテンツ等を掲載し、これらを紹介する新着情報の更
新（81回）を行った。
（第３章Ｐ８７～８８に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)48 (A)34

⑤ ⑤
ⅰ)

・ 積極的な国際貢
献の実施状況

・ ・

・

館は、第17回ＩＣＡ大会やＥＡＳＴＩＣＡ理事会及びセミナー
等に積極的に参加し、国際的な公文書館活動への貢献に
努めた。
平成24年6月8日、東京都において「国際アーカイブズの
日」記念講演会を開催し、国及び地方公共団体が設置す
る公文書館等、アーカイブズ関係機関等から約130名の参
加があった。
（第１章Ｐ１２、第３章Ｐ９０～９３に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)49 （Ｄ委員）＜参考意見＞国立公文書館による
ICA・HPの日本語訳の通り、ICAのA、
archivesは資料を指している。ICAを「国立公
文書館会議」と訳していることには一定の経
緯があると推察するが、いずれかのタイミン
グで「国際アーカイブズ会議」等の日本語訳
に変更して正確な理解に導き、もってこの会
の活動への参画を促すのが適切ではない
か。

・ 第17回ＩＣＡ大会に
おける情報発信
の状況

・ ・ ８月20日から24日まで、ブリスベン（オーストラリア）で開催
された第17回ＩＣＡ大会に８名の発表者を派遣し、被災公文
書支援事業をはじめとする東日本大震災からの復興に向
けた取組の発表等を通じて、日本のアーカイブズに関する
最新情報の発信に努めた。各発表の要旨等をまとめた英
文冊子を作成し、会場で配付した。いずれの発表も60-80
名の参加があった。また、伝統的な日本の修復技術に関
するワークショップを開催し、オーストラリア、チュニジア、
パプアニューギニア、香港等から合計25名が参加した。
（第１章Ｐ１２、第３章Ｐ９１～９２に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)50

　地方公共団体が行う研修会等に館職
員を講師や委員等として派遣する等、公
文書館の運営に関する技術上の指導又
は助言を行う。

　また、全国の公文書館等のデジタル
アーカイブ化推進に資するため作成した
標準仕様書について、普及・啓発を図る
ため、全国の公文書館等へ説明等を行
う。あわせて、所在情報を一体的に提供
する仕組みの構築に向けた意見交換を
実施する。

 

(A)32

(A)35

  

 

 

 

同上

　国の関係機関の保存する歴史公文書
等の所在情報を一体的に提供するため
運用している「歴史公文書探究サイト
「ぶん蔵」」について、利用者の利便性を
高めるため、内容等の一層の充実に努
める。

国立公文書館から
説明等を受け、分
科会委員の協議に
より判定する。

同上

同上

　国際的な公文書館活動への積極的貢

地方公共団体、関係機関等との連携協
力のための適切な措置

国際的な公文書館活動への参加・貢献

　利用者の利便性を高めるため、国、
独立行政法人等、地方公共団体等の
関係機関の保存する歴史公文書等に
ついて、その所在情報を一体的に提
供する仕組みの構築について検討を
行い、実施可能な施策については順
次実施する。

同上

　全国公文書館長会議やアーカイブズ
関係機関協議会、歴史公文書等所在情
報ネットワーク検討連絡会議等を通じ
て、歴史公文書等の保存及び利用の推
進のため情報共有や技術的協力等の
連携協力を図る。
　また、国際アーカイブズの日記念講演
会を全国公文書館長会議と併せて開催
する。

　国、独立行政法人等、地方公共団
体等の関係機関と密な連絡を行い、
歴史公文書等の保存及び利用の推進
のため情報共有や技術的協力等の連
携協力を図る。

　諸外国の公文書館等との交流を図る
ため、8月にブリスベン(オーストラリア)で
開催予定の「変化の風－持続可能性、
信頼、アイデンティティ」をテーマとした第
17回ＩＣＡ大会において、東日本大震災
等に関するセッション及び修復ワーク
ショップを通じて情報発信を行う。

地方公共団体、関係機関等との連携協力
のための適切な措置

　館が国際社会における我が国の地位
にふさわしい形でその役割を果たすた
め、国際会議等への積極的参画や情報
交換の促進など、国際的な公文書館活
動への積極的な参加・貢献を行う。

国際的な公文書館活動への参加・貢献

　公文書管理法第34条に地方公共団
体における文書管理の努力義務規定
が置かれたことを踏まえ、地方公共団
体における文書管理の向上に資する
よう、公文書館法（昭和62年法律第
115号）第７条に基づき地方公共団体
に対する公文書館の運営に関する技
術上の指導又は助言を行うとともに、
地方におけるデジタルアーカイブ化に
係る技術的支援をはじめ、これまで以
上に積極的かつ能動的に地方におけ
る歴史公文書等の保存及び利用を支
援する。

　館が国際社会における我が国の地位
にふさわしい形でその役割を果たすた
め、国際公文書館会議（ＩＣＡ）の活動を
中心に、積極的な貢献を行う。また、ＩＣ
Ａが主唱して設けられた「国際アーカイ
ブズの日」（６月９日）について、日本国
内への広報普及に努める。

国立公文書館から
説明等を受け、分
科会委員の協議に
より判定する。
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資料1

Ｂ Ｃ Ｄ
A委
員

B委
員

C委
員

D委
員

E委
員 指標 項目

委員評価自
己
評
価

分科会評価

評　価　理　由中期計画の各項目 

評　　価　　項　　目

指　　　　　標

評　　価　　基　　準 実　　　　績

Ａ （記載事項）
（２４年度計画の各項目）

ⅱ)

・ 各種国際会議へ
の参加状況、交流
等の状況

・ ・

・

・

・

７月17日から20日まで、ウランバートル（モンゴル）で開催
されたＥＡＳＴＩＣＡ理事会及びセミナーに理事等が出席し、
意見交換等を行った。平成23年に東京で開催した第10回
総会及びセミナーの記録集を作成し、理事会で報告すると
ともに、セミナー参加者に配付した。
８月21日から24日まで、第17回ＩＣＡ大会期間中に開催さ
れた国立公文書館長フォーラム、年次総会等に館長等が
出席した。
８月24日、ブリスベン市公文書館で開催されたＩＣＡ地方公
文書館部会に館派遣発表者が参加し、日本の地方公文
書館の現状を報告した。
８月27日から29日まで、オーストラリア国立公文書館にお
いて開かれた会合に館長等が参加し、中国、ニュージーラ
ンド、シンガポール等の国立公文書館長等と意見交換を
行った。
（第１章Ｐ１２、第３章Ｐ９２～９４に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)51 (A)36

ⅲ)
・ 国際交流の状況 ・ ・

・

インドネシア、フィリピン、ベトナム等アジア各国の公文書
館長等をはじめ、13件の外国の公文書館関係者等の訪問
を受入れ、館内施設の紹介や意見交換を行った。
オーストラリア文化財修復協会の要請に基づき、８月27日
にクイーンズランド州立図書館において修復ワークショップ
を開催し、オーストラリア・ニュージーランドの修復専門家
21名が参加した。

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)52 (A)37

・

・

平成20年から継続しているオマーン国立公文書庁との相
互交流の一環として、10月９日から19日まで、同庁職員2
名を修復技術研修生として受入れた。
５月14日から６月15日まで、文化庁文化遺産国際協力拠
点交流事業として、東京外国語大学から依頼を受け、イン
ドネシア西スマトラ州から州立公文書館・図書館職員、国
立イスラム大学講師等４名の研修生を受入れ、修復技術
指導を行った。
（第３章Ｐ９４～９５に記述）

ⅳ)

・ 外国の先進的な
公文書館等への
視察等情報収集
の状況

・ ・

・

館長等がクイーンズランド州立公文書館（8/23）、オースト
ラリア国立公文書館（8/27-28）を視察して情報を収集し
た。
諸外国の公文書館等の最新の取組について調査し、研究
紀要『北の丸』、情報誌『アーカイブズ』に発表したほか、研
修配付資料等に調査結果を反映させた。
（第３章Ｐ９５～９６に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)53

・ 国立公文書館の
活動等に関する
情報の海外への
発信状況

・ ・

・

・

・

７月18日、ＥＡＳＴＩＣＡセミナーの国・地域別報告において、
職員が「日本における公文書管理と標準」について発表し
た。
８月21・22日、ＩＣＡブリスベン大会の日本セッションにおい
て、役職員が、館の東日本大震災対応、国立公文書館デ
ジタルアーカイブの概要、アジア歴史資料センターに関す
る活動状況を発表するとともに、発表資料等を掲載した英
文冊子を配付した。また、館の英文ホームページに掲載し
たＩＣＡ大会参加報告に、同冊子のＰＤＦ版をリンクした。
８月21日、ＩＣＡ大会期間中に開催された国立公文書館長
フォーラムにおいて、館長が「スキルと能力―デジタル環
境における評価選別：日本におけるレコードスケジュール
導入の経験から」と題して発表した。
研究紀要『北の丸』第45号を、ＩＣＡ・ＥＡＳＴＩＣＡ会員の外国
公文書館及び関係機関等138個所に送付し、館の所蔵資
料の紹介及び所蔵資料に関する調査・研究を、海外の公
文書館及び研究機関等に発信した。
（第３章Ｐ９６に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)54

(A)38同上

同上

同上

　先進的な外国の公文書館等への視
察、情報の交換、資料交換等を通じ、外
国の公文書館、公文書館制度等に関す
る情報の収集及び蓄積を行う。また、国
際会議における発表等を通じて、館に関
する情報の海外発信に努める。

同上

　外国の公文書館に関する情報の収集
と館情報の海外発信

　諸外国の公文書館等との交流を図る
ため、7月にウランバートル(モンゴル)で
開催予定のICA東アジア地域支部
(EASTICA)理事会及びセミナー、及び8
月の第17回ICA大会期間中に開催予定
のICA年次総会等に参加する。
　その他公文書館活動に関連する国際
会議等に積極的に参加し、国際交流・協
力を推進する。

　アジア地域の公文書館と一層緊密な
関係を築くため、今後とも交流を深め
る。
　また、諸外国の公文書館等からの相
互協力、訪問・研修受入れ等の要請に
積極的に対応する。

　外国の公文書館との交流推進

　国際会議等への参加
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資料1

Ｂ Ｃ Ｄ
A委
員

B委
員

C委
員

D委
員

E委
員 指標 項目

委員評価自
己
評
価

分科会評価

評　価　理　由中期計画の各項目 

評　　価　　項　　目

指　　　　　標

評　　価　　基　　準 実　　　　績

Ａ （記載事項）
（２４年度計画の各項目）

⑥ ⑥ 　 　 　
ⅰ) ⅰ) ・ 国際動向、技術動

向の調査、検討状
況

・ ・ 電子記録管理に関し先駆的に取り組んでいる欧州（EU)に
ついて電子記録管理システムのモデル要件であるMoReq
を中心として、以下の調査等を行った。報告書を館ホーム
ページに公表した。
①MoReqの沿革、概要
②同モデル要件の仕様書（主要部分の翻訳）
③MoReqの参考文献一覧の作成
④MoReqの要件を踏まえた当館電子公文書等の
　移管・保存・利用システムに係る他システムとの連携機
能

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)55 (A)39

・ 本年度の調査により、欧州の電子記録管理システムに関
するモデル要件に係る総合的な情報が、国内に提供され
た。
また、上記モデル要件を踏まえ、電子公文書等の移管・保
存・利用システムに係る相互運用性確保の観点からの検
証を行い、当該システムの連携機能に関する標準化につ
いての課題を把握した。
さらに、当館次期システムの具体的な検討に当たって、参
考とするなど、調査結果の活用を図ることとしている。
（第３章Ｐ８０～８１に記述）

　 　 　 　 　 　

ⅱ) ⅱ) ・ 修復技術等の調
査研究及び活用
のための検討状
況

・ ・

・

・

複製物作成に当たって、本年度より新たに紙から直接デジ
タル化による方法を採用したことを踏まえ、デジタル化技
術の活用方法を含め、資料形態別の作業工程及び留意
事項を明らかにするための委託調査を実施した。
本調査から、デジタル化に係る特殊な撮影装置や画像処
理技術を活用することで、従来は避けられなかった資料解
体が回避できる場合が増加し、十分に開閉しない資料が
対象であっても安全に撮影できることを把握した。
上記結果について、報告書をホームページで公表するとと
もに地方の公文書館等関係機関に送付した。
（第３章Ｐ８１～８２に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)56 (A)40

ⅲ) ⅲ) ・ 調査研究及び成
果の公表状況

・ ・ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)57 (A)41

・

・

・ 内閣文庫においては、旗本の天野弥五右衛門長重（1621
－1705）が40年以上にわたって書き継いだ教訓や諸記録
を収録した「思忠志集」（全22冊）の細目（2,015件）を作成
した。

・ 内閣文庫の「絵入り本」について、本年度は「和歌」「連歌」
「俳諧」「雑俳・川柳」「狂歌」「歌謡」などの韻文文学や、
「能楽」「浄瑠璃」「歌舞伎」などの芸能関係を対象として調
査を行い、紀行文の口絵・風景画などの挿絵を含む絵入り
版78件について解題を作成した。

・ 平成20～23年度の調査の過程で、「宋版」及び「元版」のリ
ストから漏れた「元版」18タイトル、「元版」か「明版」である
か研究者の判断が分かれるもの８タイトル、計26タイトル
について調査を行い、解題を作成した。

・ 以上の成果は平成25年度以降、『北の丸』に順次掲載す
るなどの方法により、一般の利用にも供する予定である。
また、本年度までの調査結果を参考にして、関係資料を当
館ホームページの「今月のアーカイブ」で紹介した。
（第３章Ｐ８２～８４に記述）

調査研究会議を5回開催し、その成果を『北の丸』に掲載し
た。
調査研究会議分科会では、「電子公文書等の研究」、「所
蔵資料の研究」、「所蔵資料の利用方法の研究」の３つの
分科会の活動を通じて、上記研究を計画的に行った。
また、業務検討会を4回開催し、各職員が担当外の業務に
ついても課題の認識、情報共有を図ることができた。

同上

国立公文書館から
説明等を受け、分
科会委員の協議に
より判定する。

国立公文書館から
説明等を受け、分
科会委員の協議に
より判定する。

　館の保存する特定歴史公文書等の保
存及び修復に関して、保存環境の在り
方、資料の状態、利用頻度等に応じた
修復技術等について調査研究を行い、
その成果を適宜公表する。

　電子公文書の長期保存等に関する国
際動向や技術動向に関し調査を行い、
その成果を適宜公表する。
　また、その成果については、電子公文
書の受入れ、保存等に、可能なものから
随時活用を図ることとする。

　歴史公文書等の保存及び修復に関
して、保存環境の在り方、資料の状
態、利用頻度等に応じた修復技術等
について調査研究を行う。

調査研究

　館の保存する歴史公文書等の内容
等について、計画的な調査研究を行
い、館のレファレンス能力の向上につ
なげるとともに、その成果を積極的に
公表し、利用者の利便性向上に資す
る。

調査研究
　電子公文書の長期保存等に関し、
国際動向や技術動向を踏まえて継続
的に調査研究を行い、その成果につ
いて、平成23年度から開始する電子
公文書の受入れ、保存等に随時活用
を図る。

　館の保存する特定歴史公文書等の内
容等について計画的な調査研究を行
い、館の専門的なレファレンス能力の向
上につなげるとともに、その成果を研究
紀要「北の丸」に掲載し、併せて各種広
報誌及びホームページ等でも積極的に
公表し、利用者の利便性向上に資す
る。
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資料1

Ｂ Ｃ Ｄ
A委
員

B委
員

C委
員

D委
員

E委
員 指標 項目

委員評価自
己
評
価

分科会評価

評　価　理　由中期計画の各項目 

評　　価　　項　　目

指　　　　　標

評　　価　　基　　準 実　　　　績

Ａ （記載事項）
（２４年度計画の各項目）

⑦
・ 修復に当たる人材

育成のための研
修の開催状況

・ ・ 岩手県大船渡市、宮城県女川町において、被災公文書等
の保全及び早期復旧のために、水損文書の洗浄・乾燥を
通じた技術研修を実施し、修復研修生37名を育成した。
（第１章Ｐ１２～１３、第３章Ｐ８８～９０に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)58 （Ａ委員）人材育成などを研修支援が積極的
に実施されている。
（B委員）前年度に引き続き、被災地方自治
体における修復支援事業に懸命に取り組ん
だことは評価できる。

・ 被災公文書等の
長期保存に必要
な措置を講ずるた
めの研修の開催
状況

・ ・ 上記2自治体の修復研修生に加え、岩手県陸前高田市、
宮城県石巻市、気仙沼市において修復研修生29名を育成
し、破損文書の繕いや裏打ち等を通じた技術研修を実施
し、計66名を育成した。また、岩手県山田町、宮城県石巻
市に合せて16日間講師派遣を行った。
（第１章Ｐ１２～１３、第３章Ｐ８８～９０に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)59

(4) (4)  　     

・ 年間の受講者数
（約350名程度）

75
％
以
上
100
％
未

25
％
以
上
75
％
未

25
％
未
満

・ 100％以上
・館主催の公文書管理研修及びアーカイブズ研修の受講
者数は延べ1,094名と、目標（350名程度）を大きく上回っ
た。
（第１章Ｐ１０、第３章Ｐ９６に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ A+ (A)60 (A)43 （E委員）数値目標の3倍の実績を達成してい
る。

ⅰ) ⅰ) ・ アーカイブズ研修
等の開催状況

・ ・

・

・

アーカイブズ研修Ⅰを開催（24年9月3～7日（5日間））
内容：公文書管理法等関連法令、公文書の評価選別、特
定歴史公文書等の利用、地方公共団体の取組に関する
事例報告、グループ討論等
受講者数：87機関122名
アンケート回答率：81.1％
「満足」「ほぼ満足」の回答率：91.9％
アーカイブズ研修Ⅱを開催（25年1月22～24日（3日間））
テーマ：「公文書等の評価選別について」
受講者数：38機関45名
アンケート回答率：97.8％
「満足」「ほぼ満足」の回答率：100％
アーカイブズ研修Ⅲを開催（前期：24年9月24日～10月5日
（2週間）、後期：11月5～16日（2週間））
内容：公文書館論、公文書資料論、資料管理論、資料情
報サービス論に関する講義、個別課題演習等
受講者数：6機関10名
修了者数：6機関10名
アンケート回答率：94.1％
「満足」「ほぼ満足」の回答率：100％（公文書管理研修Ⅲ
受講者の回答との合算）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ A+ (A)61 (A)44 （B委員）館主催の研修について、公文書管
理法施行後2年目を迎え、制度への関心の
高まりを背景に、目標を大きく上回る受講者
数を確保している。
（E委員）受講者の満足度が高いこと、地域
の要望にきめ細かく対応していることなどが
高く評価できる。

・ 地域研修会を以下の4機関とそれぞれ共催により開催し、
177名の受講があった。
　・沖縄県公文書館
　・長野県立歴史館
　・北海道立文書館
　・福岡共同公文書館
（第３章Ｐ９８～１００に記述）

被災公文書等修復支援事業の実施

100％
以上

(A)42

　国、地方公共団体等の文書の保存
利用機関の職員に対する体系的な研
修を実施する。また、研修内容につい
て平成22年度中に検討を行い、平成
23年度からその検討結果を反映す
る。

同上　東日本大震災により被災した地方公共
団体が、被災公文書等の修復を早急に進
めることを引き続き支援するため、必要な
体制を整えるとともに、歴史公文書等の保
存及び利用に関する専門的技術的助言の
一環として、修復に当たる人材育成のため
の研修を行う。
　さらに、前年度における研修実績を踏ま
え、被災公文書等の長期保存に必要な措
置を講ずるための研修を行い、被災地域
における公文書等の保全・保存を図る。

同上

 研修の実施その他の人材の養成に関する
措置

　前年度から公文書管理法に則して実施し
ている体系的かつ計画的な研修を、下記ⅰ）
及びⅱ）のとおり実施する。
　なお、アーカイブズ研修ⅠからⅢ及び公文
書管理研修ⅠからⅢの年間延べ受講者は
350名程度を目標とする。

国立公文書館から
説明等を受け、分
科会委員の協議に
より判定する。

研修の実施その他の人材の養成に関する
措置

　国の機関、地方公共団体等の文書の
保存・利用機関の職員を対象に、非現
用文書管理を中心とする研修としてアー
カイブズ研修Ⅰ、アーカイブズ研修Ⅱ、
アーカイブズ研修Ⅲ、地域研修会を実
施する。
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資料1

Ｂ Ｃ Ｄ
A委
員

B委
員

C委
員

D委
員

E委
員 指標 項目

委員評価自
己
評
価

分科会評価

評　価　理　由中期計画の各項目 

評　　価　　項　　目

指　　　　　標

評　　価　　基　　準 実　　　　績

Ａ （記載事項）
（２４年度計画の各項目）

ⅱ) ⅱ) ・ 公文書管理研修
等の開催状況

・ ・

・

公文書管理研修Ⅰを年3回（各回1日間）開催
内容：公文書管理法及び公文書の移管・廃棄等に関する
講義
第1回（24年6月20日）
受講者数：127機関302名
アンケート回答率：88.4％
「満足」「ほぼ満足」の回答率：94.0％
第2回（24年11月21日）
受講者数：88機関164名
アンケート回答率：78.0％
「満足」「ほぼ満足」の回答率：93.8％
第3回（25年2月13日）
受講者数：55機関134名
アンケート回答率：82.1％
「満足」「ほぼ満足」の回答率：93.6％
公文書管理研修Ⅱを年2回（各回4日間）開催
内容：公文書管理法関連法令、公文書等の管理、評価選
別、特定歴史公文書等の利用等に関する講義、本館及び
つくば分館見学等
第1回（24年7月10～13日）
受講者数：87機関173名
アンケート回答率：87.3％
「満足」「ほぼ満足」の回答率：94.7％
第2回（24年12月4～7日）
受講者数：67機関137名
アンケート回答率：93.4％
「満足」「ほぼ満足」の回答率：91.4％

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)62 (A)45

・

・

公文書管理研修Ⅲを開催（前期：24年9月24日～10月5日
（2週間）、後期：11月5～16日（2週間））
内容：アーカイブズ研修Ⅲの全部又は一部の科目を受講
受講者数：4機関7名
府省別行政文書管理研修を府省等とそれぞれ共同して開
催し、13機関1,030名の受講があった。
（第３章Ｐ９６～９８に記述）

ⅲ) ⅲ) ・ アーキビスト養成
の強化方策に関
する検討及び実
習生の受入れ状
況

・ ・

・

アーキビスト養成の強化方策として、アーカイブズ研修Ⅲ
において、学習院大学大学院アーカイブズ学専攻による
講義等を実施し、引き続き、高等教育機関と連携した取組
を行った。
平成23年度より高等教育機関と連携した人材養成に係る
取組として、「独立行政法人国立公文書館実習実施要領」
に基づき、大学又は大学院の在籍者を対象とする実習（イ
ンターンシップ）の受入れを実施している。平成24年度は、
24年9月3日～9月14日（2週間）実施し、3機関4名の参加
があった。
（第１章Ｐ１０、第３章Ｐ９９～１００に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)63 (A)46

ⅳ) ・ PTにおける上記
ⅰ）からⅲ）までの
検討状況

・ ・ 上記ⅰ）からⅲ）までについては、「公文書管理制度を支え
る人材養成等のためのプロジェクトチーム（以下「PT」とい
う。）」を3回開催した。PTにおいては、平成24年度のアー
カイブズ研修Ⅰ及びⅢの事例報告、アーカイブズ研修Ⅱ
のテーマ等のほか、平成25年度の研修計画等について検
討を行った。
（第１章Ｐ１０、第３章Ｐ１００に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)64 (A)47

ⅳ) ⅴ) ・ 研修への講師派
遣状況

・ ・
・

Ⅰ(2)ⅲ）及びⅠ(3)④ⅰ）のとおり。
高等教育機関と連携した人材養成に係る取組として、学習
院大学大学院人文科学研究科アーカイブズ学専攻の講義
へ職員を講師として派遣した。
（第３章Ｐ８７に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)65 (A)48

同上

国立公文書館から
説明等を受け、分
科会委員の協議に
より判定する。

同上

　行政機関及び独立行政法人等の職員
に対し、公文書管理の重要性に関する
意識啓発や、歴史公文書等の適切な保
存及び移管を確保するために必要な知
識及び技能を習得させ、並びに向上さ
せるための研修として、公文書管理研
修Ⅰ、公文書管理研修Ⅱ、公文書管理
研修Ⅲ、府省別行政文書管理研修を実
施する。

同上

　専門職員（アーキビスト）養成の強化
方策を検討する。
　　高等教育機関と連携した研修を実施
するとともに、高等教育機関等から実習
生を受け入れる。

　上記ⅰ）からⅲ）までについては、「公
文書管理制度を支える人材養成のため
のＰＴ」において検討を行い、結果を業
務に反映させる。

　専門職員（アーキビスト）養成の強化
方策を検討し、その結果を適切に業
務に反映させる。また、関係機関と連
携した専門職員養成等に取り組む。

　国、地方公共団体その他外部の機関
において行われる研修に対し、講師派
遣等の支援を行う。

　公文書管理法施行後、行政機関及
び独立行政法人等の職員に対し、公
文書管理の重要性に関する意識啓発
や、歴史公文書等の適切な保存及び
移管を確保するために必要な知識及
び技能を習得させ、及び向上させるた
めの体系的かつ計画的な研修を実施
する。このため、平成22年度中に具体
的な研修内容等について検討する。

　国、地方公共団体その他外部の機
関において行われる研修に対し、講師
派遣等の支援を行う。
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資料1

Ｂ Ｃ Ｄ
A委
員

B委
員

C委
員

D委
員

E委
員 指標 項目

委員評価自
己
評
価

分科会評価

評　価　理　由中期計画の各項目 

評　　価　　項　　目

指　　　　　標

評　　価　　基　　準 実　　　　績

Ａ （記載事項）
（２４年度計画の各項目）

(5) (5)

① ①
ⅰ） ⅰ） ・ 平成25年度以降

のデータベース構
築計画の策定状
況

・ ・ データベース構築計画の調整を図るためのアジア歴史資
料整備担当者会議（アジ歴と三機関で構成）を開催し、今
後のデータ提供及び提供時期等について意見交換を行っ
た。これを踏まえて調整の結果、平成25年度は国立公文
書館から約42万コマ、外務省外交史料館から約16万コマ、
防衛省防衛研究所から約40万コマが提供されることとなっ
た。昨年度の業務実績報告書に記載したように、データ提
供数等は各年度ごとに定めることとなっていることから、本
年度は平成25年度の提供数について合意したものであ
る。
（第４章Ｐ１０３に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ (　)66 (　)49 （Ｄ委員）（実績には、「データ提供数」に
ついて言及されているが、「平成25年度
以降のデータベース構築計画」は「策定」
されていない。）

ⅱ) デジタル画像の受
入れ状況

・ ・ 3機関からの平成24年度分画像受入数は、国立公文書館
から約46万画像、外務省外交史料館から約73万画像、防
衛省防衛研究所から約93万画像、合計約211万画像であ
る。これらについては、１年以内の公開に向けて作業中で
ある。
（第１章Ｐ１４、第４章Ｐ１０３に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)67

・ 受け入れた画像
の１年以内の公開
状況

75
％
以
上
100
％

25
％
以
上
75
％

25
％
未
満

・
・

100％以上
平成23年度中に受け入れた約160万画像は、平成25年3
月までにすべて所用の作業を終了し、提供から１年以内に
公開するという目標を達成した。
（第１章Ｐ１４、第４章Ｐ１０３に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)68 （Ａ委員）数値目標を達成している。

・ 公開目標約2,600
万画像の達成状
況

75
％
以
上
100
％

25
％
以
上
75
％

25
％
未
満

・
・

100％以上
平成23年度提供分の約160万画像を公開したことで年度
末時点での公開画像数は約2,600万画像となり目標を達
成した。
（第１章Ｐ１４、第４章Ｐ１０３に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)69 （Ａ委員）数値目標を達成している。

ⅱ) ⅲ） ・ 既公開データの遡
及点検状況

・ ・ 既公開データの点検を行い､データベースの精度向上を
図った。平成24年度は､目録データを中心に1,137件の修
正を行った。また、今後の点検作業の効率化に資するよ
う、点検すべき箇所を抽出するプログラムを作成した。
（第４章Ｐ１０３に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ B Ａ (　)70 (　)51 （Ｄ委員）HP「提供する資料」の数値等が古
いままである。英語・中国語・韓国語による
データの外国語化及びその点検がどのよう
に進められているのかが不明である。

　 　 　 ⅳ) ・ 検索精度向上に
向けた取組の実
施状況

・ ・ 辞書機能の向上を図るため、①基本語37語について、合
計364語の同義語を、②基本語7,860語について、合計
33,898語の表記ゆれデータを登録した。
（第４章Ｐ１０３～１０４に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)71 (A)52

　

　前年度に引き続きデータの精度を向上
させるため、既公開データの遡及点検を
継続的に実施する。

　アジア歴史資料センター（以下「アジ歴」と
いう。）の当面の目標である約3,000万画像
の整備を目指し、平成24年度についても計
画達成に向け事業を展開する。また前年度
に引き続き公開済みデータを遡及して点検
し、データベースの精度改善を図る。
　広範な利用者層のニーズに応えるため、
「インターネット特別展」等のコンテンツの拡
充を図ると共に、国内外の関係機関(文書
館、図書館、博物館、大学、高校、研究機
関、学協会等)との協力態勢を強化する。

(A)50同上

国立公文書館から
説明等を受け、分
科会委員の協議に
より判定する。

100％
以上

　国内外の利用者のニーズをよりよく
反映した情報提供システムの改善を
図る。

同上

100％
以上

アジア歴史資料データベースの構築
国立公文書館から
説明等を受け、分
科会委員の協議に
より判定する。

　 データベース構築計画に基づき、国
立公文書館については平成24年度に、
外務省外交史料館及び防衛省防衛研
究所については平成23年度にデジタル
化された資料の提供を受ける。

 アジア歴史資料のデータベースの構築及び
情報提供

　 データベース構築に係る諮問委員会
の提言を踏まえ、国立公文書館、外務
省外交史料館、防衛省防衛研究所との
協議を行い、平成25年度以降のデータ
ベース構築計画を策定する。

　辞書機能の充実により、検索精度の
向上を図る。

アジア歴史資料のデータベースの構築及
び情報提供

アジア歴史資料データベースの構築
　前期計画に引き続きデータベース構
築業務の効率化を図り、受入れ資料
の１年以内の公開を実施する。

　資料については、画像変換や目録作
成等を行い、平成23年度の受入分160
万画像の１年以内の公開を実施する。
平成24年度の受入分についても、受入
れから１年以内の公開を目指し、作業を
進める。
　これらにより平成24年度には公開資料
累計約2,600万画像に達することを目標
とする。
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資料1

Ｂ Ｃ Ｄ
A委
員

B委
員

C委
員

D委
員

E委
員 指標 項目

委員評価自
己
評
価

分科会評価

評　価　理　由中期計画の各項目 

評　　価　　項　　目

指　　　　　標

評　　価　　基　　準 実　　　　績

Ａ （記載事項）
（２４年度計画の各項目）

② ②
ⅰ)

ⅰ) ｱ 　関係機関との連携を強化し、ホーム
ページでのリンク網の拡充、資料の横
断検索先の拡大を図る。

・ リンク網の拡充、
横断検索先の拡
大の状況

・ ・ 情報提供資料の拡大を図るための取組として、新しくリン
クによる情報提供方式を導入することになり、実施に向け
た準備作業を行った。
この取組の成果として、琉球大学附属図書館との連携に
よる情報提供を、平成25年5月に開始することとなった。
（第１章Ｐ１４、第４章Ｐ１０４～１０５に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ (　)72 (　)53 （E委員）拡大のための準備作業にとどまり
実施に至っていない。

ⅱ) ｲ 　利用者の動向、ニーズ等を把握する
ため、インターネットを通じたアンケー
ト調査等を実施する。

・ 利用者の動向等
を把握するための
アンケート調査等
の実施の状況

・ ・ アジ歴紹介（ⅱ）アに記載）の対象とした図書館、博物館の
職員に対し、アジ歴認知度等について、また、アジ歴利用
経験のある施設の職員に対し、利用状況等について、イン
ターネット等を利用したアンケート調査を実施した。
（第４章Ｐ１１０～１１２に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ B Ａ (　)73 (　)54 （Ｄ委員）（平成11年閣議決定「アジア歴史資
料整備事業の推進について」の趣旨からす
ればアジア諸外国の利用者動向を探究すべ
きだと思われる。既に実施した上でのことな
らば「Ａ」評価とする。）

ⅱ)

ⅲ) ｱ ・ ・ ・ Ａ Ａ Ａ Ａ B Ｂ (　)74 (　)55 （Ｄ委員）同上
（E委員）トップ・ページへのアクセスは平成
22年度からほぼ半減している。理解の促進
か使いやすさか、より多角的なアプローチが
必要ではないか。

ⅳ)

ⅴ) ｲ 　ホームページ上のコンテンツ(イン
ターネット特別展等)の充実を図る。

・ コンテンツ充実の
状況

・ ・ 新規のインターネット特別展として「知ってなるほど　明治・
大正・昭和初期の生活と文化」（4月公開）、「 知っていまし
たか　近代日本のこんな歴史」（平成25年1月公開）を公開
した。
また、アジ歴トピックスについても、利用者からの検索数が
多いテーマとして「西南戦争」及び既存の「太平洋戦争」の
小トピックとして「東京大空襲」を新たに公開したほか、社
会科授業用資料リストの項目追加を行った。
（第１章Ｐ１４、第４章Ｐ１０８～１１０に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ (　)75 (　)56 （E委員）トピックスのテーマに、工夫がほし
い。いまホットな話題や、一連の流れに沿っ
たテーマで継続的な閲覧を促すなど。一般
の利用者にわかりやすい解説、議論の争点
の整理などがあればよいのではないか。

ⅵ) ｳ 　メールマガジン形式のニューズレ
ターを発行し、アジ歴の活動を発信す
る。

・ ニューズレターの
配信状況

・ ・ 日本語及び英語によるアジ歴ニューズレターを３回発行
し、アジ歴の取組や新規公開資料の紹介を行った。
①第7号（7月）
②第8号（10月）
③第9号（平成25年2月）
（第４章Ｐ１１０に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ B Ｂ (　)76 (　)57 （Ｄ委員）変更点等のニュースの列挙であり、
利用者に興味を抱かせるような読み物がほ
とんどない。HP上に成果コンテンツがあるの
で、少しずつでも分載する等のことが適当で
はないか。
（E委員）ニューズレターは日本語版も英語
版も、業務連絡か、日程の連絡のようであま
り面白くない。HPとは違う、付加的な情報が
ないと登録する必要性を感じないのではない
か。

③

本年度は､特に企画立案等の業務上の利用が期待される
図書館、博物館の専門的職員を対象とした取組を行った。
具体的には、アジ歴紹介37回（図書館向け20回、博物館
向け17回）を行い、各参加館向けにリーフレット121,740
部、ポスター1,739枚を配布した。
このほか、図書館関係者向けの大会等における展示ブー
スの出展（7回）、海外における講演やブース出展（3回）等
を実施した。
（第１章Ｐ１４、第４章Ｐ１０５～１０８に記述）

同上

　多言語対応や検索手段の充実等を
はじめ、アジア歴史資料センターの
ホームページの改善を図る。

リーフレット配布、
デモンストレーショ
ンの実施状況等

　利用者の利便性向上のための取組

同上

  

同上

　アジア歴史資料センターの利活用の推 アジア歴史資料センターの利活用の推進

　データベース構築の在り方についての

　関係機関の協力を得て、リーフレット
の配布、アジア歴史資料データベース
の利用に関するデモンストレーション、
説明会等を開催するほか、各種会
議、セミナー等に参加してアジ歴の紹
介を行う。

　関係諸国民の利用を容易にし、併せ
てアジア近隣諸国等との相互理解の
促進に資するため、国外の大学・研究
機関との交流を行う。

　学校教育等をはじめ、国内の大学や
研究機関との関係強化を図るため、セ
ミナー、デモンストレーション等を効果
的に行う。

　前期計画に引き続き、計画的かつ効
果的な広報活動を実施する。

　利用者の拡充を図るため、インター
ネット上の特別展を実施する。

　アジア歴史資料センター提供資料の
充実を図るため、国内の機関が保管
するアジア歴史資料について、その内
容、所在の把握に引き続き努める。

 

同上

国立公文書館から
説明等を受け、分
科会委員の協議に
より判定する。

　アジア歴史資料センターの理解促進

　平成23年度までに、これまでのデータ
ベース構築の実績や今後に向けた課題
を洗い出した上で、平成24年度以降の
データベース構築の在り方について検
討し、結論を得る。
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資料1

Ｂ Ｃ Ｄ
A委
員

B委
員

C委
員

D委
員

E委
員 指標 項目

委員評価自
己
評
価

分科会評価

評　価　理　由中期計画の各項目 

評　　価　　項　　目

指　　　　　標

評　　価　　基　　準 実　　　　績

Ａ （記載事項）
（２４年度計画の各項目）

2 2

(1) (1) ・ 効率化、合理化等
の見直し状況

・ ・ アジア歴史資料センター資料提供システムの機能向上を
必要最低限に止めたほか、特定歴史公文書等の複製物
作成について直接デジタル化による効率化を図るなど、事
務事業の合理化に努めた。
（第１章Ｐ１４、第２章Ｐ２７～２９に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ (　)77 (　)58 （E委員）システムの機能向上を必要最低限
にとどめるのではなく、費用のかからない効
率化や合理化もあるはず。

(2) (2) ・ 経費の削減の状
況

・ ・ 不断の事務・事業の見直しを着実に実施するとともに、契
約の適正化により経費の削減を図り、平成２４年度におけ
る一般管理費（人件費を除く。）及び事業費の総額（新規
に追加又は拡充されるものを除く。）は、対２３年度６８百
万円、６．３％の削減となった。
（第１章Ｐ１４、第２章Ｐ２６～３０に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)78 (A)59 （Ａ委員）事業費が削減され効率化が推進し
ている。

(3)

(4) (3) ・ 役職員給与の見
直し状況

・ ・ 国家公務員の例に準じて、国家公務員の給与の改定及び
臨時特例に関する法律の施行に伴う変更を行った。
（第１章Ｐ１４、第２章Ｐ２４、２９～３０に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)79 (A)60

(5) (4) ・ 随意契約見直し
等契約の適正化
のために講じた措
置状況

・ ・

・

随意契約の妥当性や一般競争入札（競争入札及び企画
競争・公募をいい、競争性のない随意契約は含まない。）
への移行について見直すとともに、一般競争入札等の参
加要件の緩和や公告期間の充分な確保等により競争性
の確保に努めた。また、契約監視委員会において、その改
善状況についてのフォローアップを行った。
平成２４年度の随意契約の件数は９件（対前年度２件減）
であった。
（第１章Ｐ１４、第２章Ｐ３０～３２に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)80 (A)61

　公文書管理法に基づき、館に求められる
役割や業務に適切かつ効率的に対応する
とともに、組織・予算の肥大化を防ぐ観点
から、公文書管理法が施行されるまでに、
既存の事務及び事業について、従来の業
務フローや事務処理手順を洗い出し、外
部委託や賃金職員の活用等による一層の
効率化、合理化の視点を入れ、無駄がな
いか徹底的な見直しを行う。

　中期計画を踏まえ、一般管理費（人件費を
除く。）及び事業費の総額（新規に追加又は
拡充されるものを除く。）の削減を図るため、
事務処理の効率化とより一層の経費の削減
を図る。

国立公文書館から
説明等を受け、分
科会委員の協議に
より判定する。

　平成19年12月に策定した「随意契約見直し
計画」を着実に実施するとともに、「独立行政
法人の契約状況の点検・見直しについて」
（平成21年11月17日閣議決定）に基づき競
争性のない随意契約の見直しを更に徹底
し、一般競争入札等（競争入札及び企画競
争・公募をいい、競争性のない随意契約は
含まない。）についても真に競争性が確保さ
れているか点検・検証することにより、契約
の適正化を推進する。

国立公文書館から
説明等を受け、分
科会委員の協議に
より判定する。

　事務事業の効率化、合理化について、不
断の見直し等を行う。

　業務運営の効率化に関する目標を達成する
ため取るべき措置

　簡素で効率的な政府を実現するための
行政改革の推進に関する法律（平成18年
法律第47号）に基づき、平成18年度以降５
年間で平成17年度末に対して５％以上の
人員削減を行うこととし、平成22年度に常
勤職員２名の削減を行う。さらに、「経済財
政運営と構造改革に関する基本方針２００
６」（平成18年７月７日閣議決定）に基づ
き、国家公務員の改革を踏まえ、人件費
改革を平成23年度まで継続する。

　国家公務員の給与構造改革を踏まえ、
目標水準・目標期限を設定した給与水準
の適正化を引き続き図るとともに、検証結
果や取組状況を館ホームページも活用し
て公表する。

同上

　国に準じた給与の見直しに取り組む。

同上

　業務運営の効率化に関する目標を達成す
るため取るべき措置

　平成19年12月に策定した「随意契約見
直し計画」を着実に実施するとともに、「独
立行政法人の契約状況の点検・見直しに
ついて」（平成21年11月17日閣議決定）に
基づき競争性のない随意契約の見直しを
更に徹底し、一般競争入札等（競争入札
及び企画競争・公募をいい、競争性のない
随意契約は含まない）についても真に競争
性が確保されているか点検・検証すること
により、契約の適正化を推進する。

　一般管理費（人件費を除く。）及び事業費
の総額について、毎年度平均で前年度比
２％以上を削減する。
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資料1

Ｂ Ｃ Ｄ
A委
員

B委
員

C委
員

D委
員

E委
員 指標 項目

委員評価自
己
評
価

分科会評価

評　価　理　由中期計画の各項目 

評　　価　　項　　目

指　　　　　標

評　　価　　基　　準 実　　　　績

Ａ （記載事項）
（２４年度計画の各項目）

(6) (5) ・ 最適化工程表に
基づく業務の実施
状況及び報告書
の作成状況

・ ・ 「業務・システム最適化指針（ガイドライン）」に従い、6月29
日に平成23年度「最適化計画実施状況報告書」及び「最
適化実施評価報告書」を作成、公表した。
（第２章Ｐ２０～２１に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)81 （E委員）報告書は作成されているが、最適
化によってどのような具体的変化が生じたの
か不明。

・ アジ歴最適化計
画に基づく業務の
実施状況及び報
告書の作成状況

・ ・ 「業務・システム最適化指針（ガイドライン）」に従い、6月29
日に平成23年度「最適化計画実施状況報告書」及び「最
適化実施評価報告書」を作成、公表した。
（第２章Ｐ２０～２１に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)82 （E委員）上記と同じ

3 3

・ 予算、収支計画、
資金計画に対す
る実績額

・ ・ 年度計画に定める予算に対する決算において、主に以下
の理由により差額が生じている。
①収入における「事業収入」は、写しの交付等に
　係る手数料収入の実績額が予算を下回ったこと
　等による減である。
②支出における「アジア歴史資料情報提供事業
　費」及び「公文書等保存利用経費」は、入札に
　よる差額及び経費削減による減である。
　（「平成２４事業年度財務諸表」Ｐ２０に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)83 (A)63 （Ａ委員）若干の差額が生じているが、計画
を踏まえた実績となっている。

4 4
・ 短期借入金の発

生状況
・ ・ 実績なし

（第２章Ｐ３０に記述）
－ － － － － － ー84 ー64

5 5

6 6
・ 積立金の発生要

因及び処分の状
況

・ ・ 目的積立金（通則法第４４条第３項積立金）なし
（参考）利益剰余金（通則法第４４条第１項積立金）なし
（第２章Ｐ３０～３１及び「平成２４事業年度財務諸表」Ｐ２
に記述）

－ － － － － － ー85 ー65

(A)62

国立公文書館から
説明等を受け、分
科会委員の協議に
より判定する。

同上

 重要な財産の処分等に関する計画

　「国立公文書館デジタルアーカイブに関す
る業務・システム最適化計画」（平成18年11
月15日）を実施するため、最適化工程表に
基づき、デジタルアーカイブの運用等を行う
とともに、「業務・システム最適化指針（ガイド
ライン）」に従い、最適化実施状況報告書及
び最適化実施評価報告書を作成し、公表す
る。
　また、「アジア歴史資料センター資料提供
システムに関する業務・システム最適化計
画」 (平成22年6月22日改定)等に基づき、最
適化実施状況報告書及び最適化実施評価
報告書を作成し、公表する。

国立公文書館から
説明等を受け、分
科会委員の協議に
より判定する。

　短期借入金の限度額は、１億円とし、運営費
交付金の資金の出入に時間差が生じた場合、
不測の事態が生じた場合等に充てるために用
いるものとする。

同上

　別紙のとおり。
　なお、自己収入の増に引き続き取り組む。

　引き続き、「国立公文書館デジタルアー
カイブに関する業務・システム最適化計
画」及び「アジア歴史資料センター資料提
供システムに関する業務・システム最適化
計画」に基づき、館業務の効率化に取り組
む。

　別紙のとおり。 

 短期借入金の限度額

同上

　重要な財産の処分等に関する計画

 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及
び資金計画

　重要な財産等の処分等に関する計画の見
込みはない。

　短期借入金の限度額

　剰余金の使途

　その見込みはない。

　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画
及び資金計画

　剰余金の使途 
 剰余金は、デジタルアーカイブ化の推進並
びにアジア歴史資料のデータベースの構築
及び情報提供に係る業務に充てるものとす
る。

　短期借入金の限度額は、１億円とし、運営
費交付金の資金の出入に時間差が生じた場
合、不測の事態が生じた場合等に充てるた
めに用いるものとする。

 

　剰余金は、デジタルアーカイブ化の推進並び
にアジア歴史資料のデータベースの構築及び
情報提供に係る業務に充てるものとする。
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資料1

Ｂ Ｃ Ｄ
A委
員

B委
員

C委
員

D委
員

E委
員 指標 項目

委員評価自
己
評
価

分科会評価

評　価　理　由中期計画の各項目 

評　　価　　項　　目

指　　　　　標

評　　価　　基　　準 実　　　　績

Ａ （記載事項）
（２４年度計画の各項目）

7 7

(1) (1)

 （注）金額については見込みである。

・ 施設整備の状況 ・ ・ 平成22年度に着手した本館耐震補強工事（平成24年度
分、253百万円）を引き続き実施し、平成25年2月までに終
了した。
（第１章Ｐ１４、第２章Ｐ３１等に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)86 (A)66

(2) (2)

① ①    
・ 館の機能強化等

に対処するための
人員配置及び体
制整備の取組状
況

・ ・ 公文書管理法の施行実績等を踏まえ、利用審査部門業務
の質的・量的な拡大に対応するための必要な体制整備に
ついて検討を行い、利用審査体制の充実・強化等のため、
新たに公文書専門員（非常勤）４名に係る予算措置要求を
行い、２名が認められた。
（第１章Ｐ１３、第２章Ｐ１９に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ B Ａ (　)87 （Ｄ委員）項目１(1)に同じ。

・ 研修への参加状
況

・ 同上　 ・ 公文書館の職員として必要な専門的知識等を修得させる
ことや、職務等の遂行に必須な知識等を修得させることを
目的に、延べ２８名の職員を研修に参加させた。
（第１章Ｐ１４、第２章Ｐ２３～２４に記述）

Ａ Ａ Ａ Ａ B Ａ (　)88 （Ｄ委員）主に自組織が行う研修であり、若
手職員の研修が中心とみられる。多様で幅
広い研修計画を用意し、あるいは自主的提
案を受け付け、実施すべき。職員の創意や
活力の源であり、新しい環境の中でより一層
重視すべきである。

②

(3) (3) 　 　
・ 契約状況 ・ ・ 電子公文書等の移管・保存・利用システムの賃貸借

　平成23年4月～28年3月
Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)89 (A)68 （Ａ委員）債務負担行為については特に問題

はない。

・

・

・

・

・

※項目別評価表の自己評価は、独立行政法人が自ら定めた年度計画をどの程度執行したかについて自ら評価したものであり、評価委員会が業務実績評価を行う際の重要な判断材料となるものである。
※評価委員会は、独立行政法人が行った定量的な指標に基づく自己評価については、自己評価に誤りがないか、指標に基づき適切な自己評価をしているか等について調査・分析を行い、評価委員会として評価を行った。
※定性的な指標に基づく自己評価については、あくまで評価の際の参考とし、評価委員会において評価基準に基づき評価を行った。

(　)67

　また、職員を館及びその他機関が実施
する研修等に積極的に参加させ資質の向
上を図る等人材育成を進める。

国立公文書館から
説明等を受け、分
科会委員の協議に
より判定する。

　平成22年度末の常勤職員数は、期首
の２名減とする。
（参考１）
　１）期首の常勤職員数　４１人
　２）22年度末の常勤職員数　３９人
（参考２）
中期目標期間中の人件費　　総額
中期目標期間中の人件費総額見込み
２,０３４百万円
ただし、上記の額は、役員報酬（非常勤
役員給与を除く。）並びに職員基本給、
職員諸手当及び超過勤務手当に相当す
る範囲の費用である。

　方針　方針
同上

  人事に関する計画

　中期目標期間を超える債務負担 　中期目標期間を超える債務負担
同上　中期目標期間中の館業務を効率的に実施

するために締結した契約について、中期目
標期間を超える債務を負担する。

　中期目標期間中の館業務を効率的に実
施するために、次期中期目標期間にわ
たって契約を行うことがある。

　人事に関する指標

　施設・設備に関する計画

　公文書管理法及び国立公文書館法に
基づく館の機能強化及び業務の多様化
に対処しつつ、一層効率的な業務運営
を確保する観点から、弾力的な組織の
構築やこれに対応する必要な人材を適
切に確保するとともに効率的かつ適正な
人員配置を行う。

　歴史公文書等の適切な保存及び利用に
向けて、業務の質の向上及び効率的遂行
が図られるよう、公文書管理法の施行実
績等を踏まえ、必要な体制整備について
検討を行う。

　人事に関する計画

特定歴史公文書等の利用請求等に対する写しの交付等
に係る複写物作成等業務
　平成25年4月～27年4月
（第２章Ｐ３１に記述）

アジア歴史資料センター資料提供システムの賃貸借
　平成23年10月～28年9月

アジア歴史資料センター事務室の賃貸借
　平成23年9月～28年9月

国立公文書館ＬＡＮシステムの借入等
　平成24年5月～29年7月

政府共通ネットワークの機器及び回線の賃貸借等
　平成25年1月～29年3月
　平成25年1月～29年3月

　その他内閣府令で定める業務運営に関す
る事項

平成24年度に取得・整備する施設・設備は
次のとおりである。

　施設・設備に関する計画

　その他内閣府令で定める業務運営に関する
事項

平成22年度～
施設設備 平成24年度 財 源
の内容 （予定額（百万円）)

本館耐震 ６６０ 施設整備
補強工事 費補助金

施設設備 予 定 額 財 源
の内容 （百万円）

本館耐震 ２５３ 施設整備
補強工事 費補助金
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